「高次脳機能障害者支援法」を実効性のあるものへ
～　行政への働きかけチェックリスト　(小川のメモ/思い付き素案です)　～

神奈川工科大学　　小川　喜道

2026年4月1日に施行された高次脳機能障害者支援法を実効性あるものにするために、”当事者・家族も支援者も協働して”行政に働きかけるべき活動をチェックリストにして例示すると、こんな感じになるでしょうか。皆様の地元・地域にふさわしい内容を検討する上で素材としてご覧いただければ幸いです。

支援法は「基本理念」や「努力義務」を示していますが、これを各都道府県が具体的な予算と施策（実効性のある形）に落とし込まなければ、当事者や家族の生活は変わりません。友の会/当事者・家族会/支援者が、この支援法を最大の武器として自治体にアプローチするための「行政への働きかけチェックリスト」を考えてみました。時間はかかることと思いますが、たゆまず前に進めていきましょう。

～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～
支援法に基づく行政への働きかけチェックリスト
高次脳機能障害者支援法は、本年4月1日に施行されたことから、初年度にあたる2026年度はとても重要な年です。しかし、今年度予算はすでに確定、実施されていますので、今年は自らの自治体の施策見直し、再構築の年でもあり、目線をもう少し先に置き、すなわち、「施行後3年を目途に見直しを検討する」とされているという法の附帯事項に着目しておくことが大切です。つまり、最初の3年間でいかに地域の実態や社会資源の状況、改善に合わせた予算と体制を、行政と共に整えていくかが重要です。(附則)

～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～

 1. 「高次脳機能障害者支援地域協議会」の設置と、友の会/当事者・家族の会の参画
◆新法の根拠： 都道府県は、関係機関や民間団体（家族会など）で構成される「地域協議会」を置くよう努めなければならない（第25条）。

◆アクション：
□　県（障害福祉課）に対し、地域協議会を早期に設置するよう求める。
□　その協議会の委員（メンバー）に、「友の会/当事者・家族代表」を必ず含めるよう要求する。（当事者抜きの議論にさせないように!）
2. 「高次脳機能障害者支援センター」の予算・人員増強
◆新法の根拠： 都道府県は、地域の支援業務を行うセンターを設置、または自ら行うことができる(第19～23条)。

◆アクション：
□　形だけのセンターにならないよう、「専任の相談支援専門員」の増員と、それに伴う次年度予算の拡充を求める。
□　新法で明記された「専門的相談・研修の実施」「関係機関のネットワーク構築」が十分に機能しているか、定期的なヒアリングを行う。
□　支援センターの職員には、当事者・家族による講師が研修を受け持つようなプログラムを設ける。
□　自治体職員の理解を共有することが必要なので、ヒアリングなどの結果について、行政と共同で議論し、地域の支援力を高める。
3. 専門医療機関（病院・診療所）の選定と公表の実行
◆新法の根拠： 都道府県は、専門的な診断やリハビリができる病院や診療所を確保しなければならない（第24条）。

◆アクション：
□　「どこに行けば正しい診断やリハビリが受けられるのか」が住民に分かるよう、県が責任を持って医療機関を指定・リスト化し、ホームページ等で広く公表するよう求める。
□　医療機関の医師、医療専門職は、高次脳機能障害のある人、家族への適切な対応、将来への選択肢を含めた助言などが適切に行われるよう、関係づくりを大切にする。

4. ピアサポート活動への財政的支援（予算化）の要求
◆新法の根拠： 国会の附帯決議や審議において、当事者同士の支え合いである「ピアサポート」の重要性が指摘され、国も予算（研修等）での支援体制構築に努めるとしている。(第16条)

◆アクション：
□友の会が日常的に行っている「家族相談会」や「サロン活動（ピアサポート）」を、県の委託事業にする、あるいは補助金を出して財政的にバックアップするよう要求する。
□　ピアサポートのスキルアップのための取り組みを行う。
5. 教育・就労・司法など「縦割り打破」の連携窓口の設置
◆新法の根拠： 「医療・福祉・教育・労働等のあらゆる段階で切れ目ない支援」や「司法手続における配慮」「いじめ・差別の防止（権利利益の擁護）」が明記されている。(第11～13条、など)

◆アクション：
□　福祉部局だけでなく、教育委員会（学校での復学・特別支援）、労働局（ハローワーク、復職支援）、警察・司法関係者との「合同連携会議」を県が主導して開催するよう働きかける。
　

～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～
<<豆知識: 行政の予算スケジュール>>

前述の通り、行政の予算要求が本格化するのは秋（10月〜11月）です。新法が施行された2026年度（今年度の上半期）の動き方が、2027年度（来年度）の予算を左右します。
· 【5月 〜 7月】：情報収集と現状分析 県の担当課（障害福祉課など）に対し、「4月に施行された新法を受けて、今年度・来年度に県としてどのような計画を立てているか」を情報交換（勉強会）という形でアプローチする。
· 【8月 〜 9月】：要望書の作成と議員へのアプローチ 上記リストをもとに具体的な「予算・施策要望書」を作成。地元の県議会議員（特に福祉系の委員会所属）にも現状を伝え、味方になってもらう。
· 【10月】：要望書の正式提出 障害福祉課が財政課へ予算を要求する前に、知事や部局長宛てに要望書を手渡しする。
伝える際のコツ： 行政に伝えるときは「支援法の第何条にはこう書いてあります。だから本県でもこれを積極的に進めてください」と、法律を主語にして伝える。

～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　

<<豆知識: 議員(市町村レベル・都道府県レベル・国レベル)への働きかけも大切>>

国の法律や県の条例を制定する議員は、各自治体においてその行政への意見具申や問題追及、改善を行うことを日々行っていますので、議員への働きかけも必要です。
　ちなみに、小川の経験ですが、英国でケアラー法を作るときには、全州の国会議員に全員に同一の訴える資料ファイルをもって面会、働きかけをしていました。全国共通のケアラーに対する福祉サービス支援等を訴えるとともに、同時に、その地域に住む個人の事例やエピソード、訴えを書く紙も用意されて、一緒にファイルして提出するようになっていました。大きな運動のうねりを作っていくには、国レベルで共通のことと地域の中での特性を訴えることと合体させて問題の深さを訴えるのです。そうした法律が成立していくのを目の当たりにしてきました。(小川)

～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　

<<豆知識: 行政に関わる福祉施策の会議には出席>>

障害者福祉でいえば、「障害者基本法」では、障害者基本計画を(第11条)、そして、「障害者総合支援法」では障害福祉計画を立てることになっています(第五章)。これらを策定するには各自治体のもとでの委員会、審議会で議論されますが、高次脳機能障害を理解してもらうために、その委員会に入ること、あるいはその会議にて意見陳述することが大切です。”支援法があればいい”ではなく、障害者福祉や医療・保健、教育、就労、さらに広く一般社会に周知されることが求められます。

～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～　～

とりあえず、羅列したものを試作してみました。
皆さんの地域で、活動リストやタイムスケジュールなどを作成してみるのもよいのではないでしょうか。
これは、思い付きメモみたいなものですので、自由に改ざんしてください。　(小川喜道)
